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１．要 旨 

 物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯に対し、子どもたちの健やかな成長を

応援する観点から支給する物価高対応子育て応援手当の支給に関し、必要な事項を定め

るものである。 

 

（１）支給対象者（原則申請不要） 

  次のいずれかに該当する方 

① 令和７年９月分（令和７年９月に出生した児童は令和７年１０月分）の児童手当

の支給対象者 

② 令和７年１０月１日～令和８年３月３１日出生の新生児の父母等 

  ※公務員で所属庁から児童手当を受給している方、離婚・離婚前提などにより、 

９月分の児童手当受給者と現在の受給者と異なる方は申請の必要あり。 

 

（２）支給額 対象児童一人あたり 20,000 円 

 

（３）施行日 決裁日から施行する。 

 

（４）影響及び効果 

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援することができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和７年１１月２１日 閣議決定・東京都から実施通知(こども家庭庁通知)収受 

令和７年１２月１６日 国補正予算成立 

令和７年１２月２４日 １２月追加補正予算（第６号補正）可決 

（一部令和８年度に繰越予定） 

 ３．留意事項（問題点等） 

事業予定 ２月上旬：対象者に通知送付 

２月下旬以降：順次支給 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議終了後、速やかに制定事務を進めたい。 

 ５．審議結果 

  了承 

 


